
 

 

 

 

 

 

令和８年度 

使用済小型電子機器等売払（単価契約） 

仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市環境局事業部家庭ごみ減量課 

 



１ 売払品目 

大阪市が区役所（出張所等を含む）・市役所・大阪府庁・環境局・環境事業

センターに設置の回収ボックス及びイベントにおいて回収した次の（１）から

（27）の品目とする。 

(１) 携帯電話端末（スマートフォンを含む） 

(２) パソコン（タブレット端末を含む）及び周辺機器 

(３) 電話機・ファクシミリ 

(４) ラジオ 

(５) デジタルカメラ 

(６) ビデオカメラ 

(７) ポータブルＤＶＤプレーヤー等映像用機器 

(８) ポータブル音楽プレーヤー 

(９) ＩＣレコーダ、ヘッドホン及びイヤホン等音響機器 

（10）各種メモリ 

    （ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリーカード） 

 （11）電子書籍端末 

（12）電子辞書 

 （13）電卓 

 （14）電子血圧計 

 （15）電子体温計 

 （16）ヘアドライヤー 

 （17）電気かみそり等理容用機器 

 （18）懐中電灯 

 （19）時計 

 （20）ゲーム機 

 （21）携帯ゲーム機 

 （22）カーナビ 

（23）カーオーディオ等車載機器 

（24）小型扇風機 

 （25）これらの付属品 

    （リモコン、ＡＣアダプタ、ケーブル、充電器） 

（26）内蔵された小型充電式電池が取り外せない小型電子機器で使用済小型家

電回収ボックス投入口（15cm×30cm）に入るサイズのもの 

（27）その他家庭から排出された使用済小型電子機器等 

      

 



２ 引渡期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  

３ 排出場所 

大阪市内 

 

４ 売払量 

次の引渡量（「１ 売払品目（１）～（27）」の合計）を売払量とする。 

78ｔ（月量  約 6.5ｔ） 

なお、引渡量は予定量であり、回収量などにより増減する場合がある。 

※引渡量が増減しても、単価の見直し等は行わない。 

※買受人は、引渡量の増減を理由に異議を申し立てることはできない。 

 

５ 契約方法 

   単価契約 

 

 ６ 引渡方法 

   売払品は買受人が指定する「８ 引渡場所」に記載の引渡場所まで、本市

職員が各環境事業センター（10 か所）から月数回程度搬送し、トラックス

ケール計量後、荷降ろしを行う。 

   買受人は、搬送した環境事業センター・引渡日・引渡量が記載された計量

伝票を発行し、搬送してきた本市職員に渡すこと。 

 

７ 引渡要件 

買受人は次の要件を満たすこと。 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成 24年法律第 57

号）第 10 条第 3 項の認定を受けた者で、大阪府を収集区域とし、大阪市内

に処理施設もしくは引渡場所を有すること。 

 

８ 引渡場所 

    引渡場所及び施設については、次の要件を満たすこと。 

（１）生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられ

ていること。 

（２）本市車両（小型四輪車（２ｔ車）、軽四輪車及び一部圧縮積込式小型ごみ

収集車（２ｔ車）の場合あり）での搬入が可能であること。 

（３）引渡場所で、トラックスケール（計量法（平成４年法律第 51 号）第 19



条に基づく検査に合格しているもの）で本市搬入車両ごとに計量し、搬

入日時、引渡量が記載された計量伝票の発行が可能であること。また、

本市が指定する品目については、個別計量及び個別計量伝票の発行が可

能であること。 

 （４）本市職員の荷降ろし作業への協力等の対応が行えること。 

（５）本市引渡量が受け入れ可能な能力を有すること。（本市以外の受け入れ

量と合わせて受け入れ可能な能力を有すること） 

（６）祝日を除く月曜日から金曜日の午前 9時から午後 4時 30分の間、随時

引き渡しが可能であること。 

（７）搬入車両輻輳時における搬入車両待機スペースの確保や、保管物の飛

散防止等、環境配慮に努めること。 

 

 ９ 再資源化 

（１）引き渡した使用済小型電子機器等は、買受人の責任において再資源化を

行うこと。 

（２）買受人は、使用済小型電子機器等の再資源化にあたり、関係法令を遵守し、

適正処理及び再生利用を行い、その費用を負担すること。 

（３）買受人は、使用済小型電子機器等の再資源化に伴う残渣について、関係法

令を遵守し、適正処理を行い、その費用を負担すること。 

 

10 代金の支払い 

   買受人は、契約単価に、月ごとの搬入量を乗じた代金（1円未満の端数は 

切り捨てとする）の合計金額を本市の発行する納入通知書により、納入通知 

書に記載する納入期限までに納付すること。 

 

11 報告 

買受人は、本市より引き取った使用済小型電子機器等の重量等について、

「使用済小型電子機器等搬入報告書」（様式１）により翌月の 10 日まで、本

市より引き取った使用済小型電子機器等の内訳等及び再資源化により得ら

れた資源の重量等について、「使用済小型電子機器等品目別報告書」（様式２）、

並びに「使用済小型電子機器等再資源化実施状況報告書」（様式３）により

半期毎に各々本市に提出すること。 

 

12 その他 

（１）本業務の遂行中、買受人と本市の間において事故が発生した場合は、双

方誠意をもって解決にあたるとともに、買受人の責に帰する事由による



場合は、買受人が賠償額を負担すること。 

（２）本市は、本仕様書に定められた事項に関して検査を行うことがある。 

（３）本仕様書に明記のない事項でも、本業務上必要と認められるものは、本

市職員の指示により買受人において実施すること。 

（４）買受人は、収集した対象品目を現状有姿において自ら使用し、又は、

他人に売却若しくは譲渡してはならない。 

（５）買受人は、回収後に対象品目の中から現金、金券類、有価証券、貴金

属等を発見した場合には、速やかに所轄警察署に届け出るとともに、

本市に「拾得物警察届出報告書」（様式４）により報告すること。な

お、本業務作業中に発見し、警察署に届け出た金品等の拾得物につい

て、警察署での保管期間中に所有者が判明せず返却された場合、当該

拾得物の所有権は、本市に帰属する。 

（６）買受人は、業務上知り得た情報等を漏らしてはならない。また、買受

人が業務上知り得た情報等について、買受人はその漏えい、滅失、き

損、その他の事故を防止するための安全措置を講じるほか、秘密保持

に関して必要な措置を講じるものとする。特に、本業務では、携帯電

話、パソコン及びハードディスク・メモリー類(SDカード、USBメモリ

ースティック等)といった個人情報を含む機器を取り扱うことから、買

受人は個人情報の保護に万全の注意を払うこと。 

 

13 事業担当 

   大阪市環境局 事業部 家庭ごみ減量課 

  （所在地）大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号 あべのルシアス 13 階 

  （連絡先）０６－６６３０－３２５９ 

 



（様式１）

大阪市環境局長　様

事業者名

搬入日 搬入センター 搬入重量（kg） 計量伝票№ 備考

合　　　計

令和　　　年　　　月　　　日

使用済小型電子機器等搬入報告書

小　　　計



（様式２）

大阪市環境局長　様

事業者名

スマートフォン kg kg

ガラケー kg kg

デスクトップPC kg kg

ノートPC kg kg

タブレットPC kg kg

3 kg kg

4 kg kg

5 kg kg

6 kg kg

7 kg kg

8 kg kg

kg kg

携帯ゲーム機

その他家庭から排出された使用済小型電子機器等

合 計

2 	パソコン（タブレット端末を含む）及び周辺機器

	電話機・ファクシミリ

	デジタルカメラ

各種メモリ（ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリーカード）

ゲーム機

令和　　年　　月　　日

使用済小型電子機器等品目別報告書

品目 数量 うちLiBが含まれた数量

1 	携帯電話端末（スマートフォンを含む）



（様式３）

令和　　年　　月 分

大阪市環境局長　様 事業者名　

（担当：○○）   

量（Kg） 構成比（％）

鉄

アルミニウム

銅

金

銀

白金

パラジウム

プラスチック

リチウムイオン電池等

　※ 備考欄には、主な再資源化対象物の名称 及び 主な有害廃棄物の名称とその処理状況を記載してください

当
月
分
別
・
再
資
源
化
状
況

翌月繰越量

計

備　　　　　考

小計

残渣

小型家電の
再資源化に
より得られた
資源の種類

使用済小型電子機器等再資源化実施状況報告書

内　　　　　訳

再
資
源
化
対
象
物

前月繰越量

当月売払量
（引渡量）

計



（様式４）

大阪市環境局長　様

受注者

次のとおり、拾得物を警察署に届け出ましたので、報告します。

記

年

令和

令和

日

所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名

分

発見日時

届出日時

月 日 分

年

（ 時）

（

備考

発見・拾得
状況

拾得物

発見場所 大阪市 区

）（担当者： ）

） 時月

令和　　　年　　　月　　　日

拾得物警察届出報告書

（受付番号：届出警察署 警察署



生成 AI 利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に

発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI利用ガイドライン（別

冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守す

ること。 

  

生成 AI の利用規定 

 

• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規

定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること 
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること 

• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービ

スには利用しないこと 

• 文章生成 AI以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意の

みで利用可能な生成 AIの利用を禁止する 

• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最

新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する 

• 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入

力及びそのおそれがある入力を禁止する 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認

すること 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必

ず自ら確認すること 

• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任

をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること 

なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公

表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティ

の確保を徹底して適切に運用すること 

 


